
 

 

 

 

 

大和市柳橋ふれあいプラザ指定管理者 
 

 

 

募 集 要 項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 

 

 

 

 

大 和 市 環 境 共 生 部 

 

 

 

 

 

 



大和市柳橋ふれあいプラザ指定管理者募集要項 目次 

 

１． 施設の概要                     ・・・・１ 

（１） 施設の設置目的と指定管理者に期待する役割 

（２） 施設の概要 

 

２． 指定管理にあたっての条件              ・・・・１ 

（１） 指定管理者が行う業務（詳細は別紙仕様書のとおり） 

（２） 指定期間 

（３） 施設使用料 

（４） 指定管理料 

（５） 管理の基準 

（６） 委託の制限 

（７） 業務の引継ぎ 

（８） モニタリング 

（９） 事業の継続が困難になった場合の措置 

（10）リスク分担 

（11）その他留意事項 

 

３． 申し込みの手続き                  ・・・・６ 

（１） 応募資格 

（２） 募集要項の配布 

（３） 提出書類 

（４） 応募者説明会 

（５） 質問の受付 

（６） 提出期限 

 

４． 選定等の基準                    ・・・・８ 

（１） 選定方法 

（２） 選定基準 

（３） 面接審査（応募者によるプレゼンテーション） 

（４） 選定結果のお知らせ 

 

５． 指定管理者の指定                  ・・・・９ 

（１） 指定管理者の指定 

（２） 指定の年月日 

（３） 協定の締結 

 

６． スケジュール                    ・・・・９ 

 

７． 添付書類                      ・・・・１０ 

 

８． 提出先及び問合せ先                 ・・・・１０ 



 

 １ 

 

１ 施設の概要  
 

（１）施設の設置目的と指定管理者に期待する役割 

   大和市柳橋ふれあいプラザ（以下、「プラザ」という。）は、ごみ焼却施設の余熱を利用

した市民の健康及び福祉の増進と文化の向上を目的として整備されたコミュニティ施設

です。 

   本施設は景観上のバランスを考慮し、曲面を基調とした柔らかな外観が特徴であり、ご

み焼却処理施設管理棟の２階に平成６年４月に設置されました。集会室や浴室等が設け

られ、これまで多くの方々に利用されてきました。 

   平成１８年度から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき指定管理者制度を導入し、民間事業者に管理運営を委任してきました。令和８

年３月末日をもって指定期間が終了することから、引き続き、広く事業者を公募し、管

理運営についてサービスの向上や経費の縮減などの創意工夫のある提案を募集いたしま

す。 

    

 （２）施設の概要 

（ア）名称   大和市柳橋ふれあいプラザ 

（イ）所在地  大和市草柳三丁目１２番地１ 

（ウ）開館時期 平成６年４月開館 

（エ）建物の概要 

   ・建築面積 １，３１９．６４㎡（管理棟全体） 

    ・延床面積 １，１９９．８６㎡（管理棟２階プラザ施設部分） 

    ・施設内容 ロビー兼ギャラリー    ９２．４３㎡ 

       第１集会室（１２０名） １８９．４８㎡ 

       （ビデオプロジェクター、放送器具） 

       第２集会室（３０名）   ７３．３２㎡ 

       会議室  （１５名）   ３２．９８㎡ 

       トレーニング室     １０５．４９㎡        

       調理実習室        １９．７３㎡ 

       娯楽室（５０名）    １３５．５３㎡ 

       岩風呂（２０名）     ４０．５０㎡ 

       檜風呂（２０名）      ４８．０２㎡（サウナ付） 

       談話室（囲碁、将棋）    １４．６１㎡ 

       展示コーナー        ４３．９３㎡ 

 

２ 指定管理にあたっての条件  
 

 （１）指定管理者が行う業務（詳細は別紙仕様書のとおり） 

（ア） 施設の運営に関する事項 

・プラザの使用の承認に関する業務 

・プラザの使用料に関する業務 

・受付、案内、場内巡視及び利用者指導等の業務 

・統計業務（利用状況等の日報、月次報告書、年間報告書等の作成、報告業務） 

・非常時の緊急対応及び連絡調整業務 

・物品の管理業務 

（イ） 施設及び設備の維持管理に関する事項 

・施設及び設備の保守点検、修繕に関する業務は環境管理センターと一元化した管

理が必要であるため、軽微な事項を除き、光熱水の供給を含め、市が管理します。

このため、指定管理者は、施設の運営管理に伴う日常業務及び軽微な修繕を行い



 

 ２ 

 

ます。 

（ウ）自主事業実施に関する事項 

  ・当該施設の設置目的に応じて、大和市柳橋ふれあいプラザ条例（以下、「条例」と

いう。）に定める指定管理者が行う業務を妨げない範囲において、市の承認を得て、

地域文化活動の支援、鑑賞活動の企画及び実施、情報交流・相談等の自主的な事

業を行うことができます。 

 

 （２）指定期間 

    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

 （３）施設使用料 

施設利用者は、大和市柳橋ふれあいプラザ条例第２４条に規定されている使用料の

納付が必要となります。 

なお、使用料の額は、「使用料・手数料に係る受益者負担の適正化方針」により指定

期間中に見直す可能性があります。 

＊使用料については、指定管理者の収入とはなりませんので、指定管理料（提案額）

の積算において算入しないようご注意ください。 

＊指定管理者が使用料を徴収するにあたり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２第１項及び地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令２９号）第

１２条の２の１２第３項の規定により、指定公金事務取扱者に関する申出書の提

出が必要となります。その後、市長から指定公金事務取扱者の指定を受け、大和

市予算決算会計規則第４１条の規定に基づき、別途使用料徴収事務委託契約を締

結することとなります。 

 

（４）指定管理料  

  （ア）市は管理運営に必要な経費として、指定管理料を月ごとに支払います。 

  （イ）年間指定管理料は（消費税及び地方消費税を含む）下記の金額を上限として、 

提出された収支予算書の提案額に基づき、協定書で定める額とします。 

なお、下記の金額を超えた額を提案した場合、失格となりますのでご注意くだ 

さい。 

 【年間指定管理料上限額】  

令和８年度から令和１２年度 指定管理料の上限額 ２５，２５６，０００円            

（１年間当たり） 

 （ウ）指定管理料は団体等の口座とは別の口座で管理してください。 

＊剰余金の取扱いについては、指定管理者に帰属するものとします。 

＊施設内に設置されている自動販売機に関する収入は指定管理者の収入とはなりま 

せんので、指定管理料（提案額）の積算において算入しないようご注意ください。 

＊仕様等の変更または指定期間中の工事等による休館により、協議の上、指定管理料 

を変更することがあります。額は別途協議とします。 

 

（５）管理の基準 

   （ア）開館時間 

    ・午前１０時から午後９時まで。 

＊指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、開館時間を臨時に変

更することができます。 

＊上記に関わらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更する

ことがあります。 

（イ） 休館日 

・月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)



 

 ３ 

 

に規定する休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日。 

    ・１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで。 

＊指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、休館日を臨時に変

更することができます。 

＊上記にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更す

ることがあります。（点検のための焼却炉停止期間：１０月から１１月頃の１

ヶ月程度） 

（ウ） 従業員等の配置 

    ・原則として、下記の従業員を配置してください。 

① 総括責任者１名 

② 受付・事務員２名（受付・事務員については、午前９時から午後９時までの 

         間、２名を配置すること。）                  

 

（６）委託の制限 

   指定管理者は、（１）の指定管理者が行う業務を一括して第三者に委託することはで

きません。ただし、次の業務については委託可能とします。 

   委託可能業務 

 業 務 名  

１ 座布団カバークリーニング業務 

２ 浴槽水水質検査業務（レジオネラ属菌検査） 

 冷却遠心濃縮法による菌の有無・菌数 

３ 浴槽水水質検査業務（公衆浴場４項目） 

 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌 

 レジオネラ属菌 

 

（７）業務の引継ぎ 

    指定期間満了若しくは指定の取消等により次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、 

    円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な手順書やデータ等を遅滞なく提供し、適切

に業務の引継ぎを行うものとします。また、指定期間の終了後であっても、管理業務

の引継ぎが終了するまでの間は、必要な管理業務を継続するものとします。 

    業務引継ぎのために発生する費用は原則として指定管理者と次期指定管理者の各々

の負担とします。 

    令和７年度中に現指定管理者が受けた施設の予約について、予約時と同一条件での使

用を保証することになります。 

    ＊引継ぎ前に雇用されている職員の継続雇用の配慮をお願いします。 

 

 （８）モニタリング 

    プラザのサービスの維持向上と、安定的で効率的な管理運営が行われるよう、市は 

指定管理者の施設管理運営について定期モニタリング及び事業評価を実施します。 

その結果、指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を

満たしていないと認めるときは、市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場

合は、業務の停止又は指定の取消しを行うことがあります。 

なお、市の監査委員が必要と認めるときなどは、指定管理者の公の施設の管理に係 

る出納関係事務等について監査する場合があります。 

   （ア）定期モニタリング 

プラザの管理の適正を期するため必要と認めるときは、定期的に、指定管理者に対

し、業務又は経理の状況について報告を求め、必要に応じて指示をすることができ

るものとします。 
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＜指定管理者が提出する報告書＞ 

  ○日報 

  ○月次報告書 

  ○年間報告書 

   指定管理者は、毎年度終了後 60 日以内に協定書に定めた事項を記載した事業 

   報告書及び管理に係る経費の収支状況を作成し、市に提出するものとします。 

  ※書式は協定書において定めるものとします。 

   （イ）自己評価（セルフモニタリング） 

     施設の管理運営がプラザの設置目的や協定書・仕様書等に沿って行われているか、

継続的に自己評価を行うものとします。 

また、アンケートによる利用者満足度の調査など、利用者の声を施設の管理運営 

に取入れる取組みも行うものとします。 

 

（９）事業の継続が困難になった場合の措置 

（ア）指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合は、市は指定の 

取り消しができます。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとし 

ます。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できる 

よう、引き継ぎを行うものとします。 

（イ）その他の事由により事業の継続が困難になった場合 

災害その他の不可抗力等で、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事 

由により業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものと 

します。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行でき 

るよう、引き継ぎを行うものとします。 

 

（10）リスク分担 

    リスク分担については次のとおりとします。 

【リスク分担表 ○：主負担  △：従負担】 

 

  種 類              

 

         内  容 

  負担者 

 市 指 定 

管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協  議 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協  議 

周辺住民・市民

等及び施設利用

者への対応 

事業に対する苦情、反対、要望、訴訟 ○ △ 

施設管理、運営業務内容に対する市民等及び施設利

用者からの苦情、反対、要望、訴訟への対応 

 

△ 

 

○ 

法令等の変更 消費税（地方消費税を含む）率等の変更 協  議 

一般的な税制変更等  ○ 

上記以外の施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○ △ 

政治、行政的理

由による事業変

更 

 

 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続

に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀な

くされた場合の経費及びその後の維持管理運営経

費における当該事情による増加経費負担 

○  



 

 ５ 

 

不可抗力等 

 

不可抗力に伴う、施設、設備の修復による経費の増

加によるもの 
○ △ 

書類の誤り 仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

企画提案書等の指定管理者が提案した内容の誤り

によるもの 
 ○ 

施設・設備・ 

備品類の損傷 

 

 

経年劣化によるもの（1件当り５万円（消費税及び

地方消費税含む）未満の修繕費）  ○ 

経年劣化によるもの（管理者の責めに帰さない修繕

で、上記以外のもの） ○  

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定で

きないもの（1件当り５万円（消費税及び地方消費

税含む）未満の修繕費） 

 

 

○ 

 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定で

きないもの（上記以外のもの） 
○  

上記以外のもの 協  議 

第三者への賠償 

 

 

指定管理者として注意義務を怠ったことによるも

の 

 

 
○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協  議 

セキュリティ 

 

警備不備による情報漏洩、犯罪の発生   ○ 

ただし、犯罪による損害額が著しい場合 協  議 

情報の保護 指定管理者が知り得た情報の漏洩  ○ 

債務不履行 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの  ○ 

事業終了時の費

用 

期間満了、中途における業務廃止に伴う撤収費用及

び新しい指定管理者への引継費用 

 
○ 

利用者の許認可 指定管理者の責めによるもの  ○ 

コスト増大 施設管理上必要となった経費  ○ 

事業の変更・遅

延・中止 

指定管理者の運営上の瑕疵、事業放棄、事業破綻に

よるもの 

 

 
○ 

要求水準未達 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合  ○ 

運営停止 指定管理者の責めによるもの  ○ 

 

 （11）その他留意事項 

   （ア）法令等の遵守 

    ・業務の遂行にあたっては、大和市柳橋ふれあいプラザ条例、同条例施行規則及び地

方自治法等の関係する諸法令、条例等を遵守し、仕様書に従い業務に支障をきたさな

いよう適正に遂行してください。 

（イ） 保険加入 

・施設賠償責任保険へ加入し、施設内における事故等への適格な対応を行ってくだ 

さい。なお、てん補限度は次の表に定める額を最低額とします。 

て ん 補 限 度 額 

施設賠償責任保険 

対人 

 

１名につき       １億円 

１事故につき      ３億円 

対物 １事故につき  １，０００万円 

   （ウ）災害時の使用内容 

広域応援部隊の活動拠点の運営支援要請に対し協力することとします。 



 

 ６ 

 

災害発生時の他施設の状況等により、応急対策活動拠点としての運営支援要請に

対し協力するよう努めてください。 

   （エ）自動販売機に関するトラブル（釣り銭切れ、機械の故障破損による設置業者へ

の連絡等、空き缶・空き瓶への対応）や、販売物搬入に対する支援等については、

自動販売機の設置業者と直接対応してください。 

 

３ 申し込みの手続き  

 

（１）応募資格  

（ア）応募資格等 

応募者は、法人その他の団体（以下「団体等」という）、若しくは共同事業体とし、

個人での応募はできません。共同事業体で応募する場合は共同事業体を代表する

団体等を定めてください。 

（イ）欠格事項 

 次に該当する団体等（代表する団体等を含む）又はその代表者は、応募者となる 

ことはできません。 

・法律行為を行う能力を有しない者であること。 

・破産者で復権を得ない者であること。 

・国税及び地方税等を滞納している者であること。 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

号）により更生又は再生手続きをしている者であること。 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９２条の２、第１ 

４２条（同法第１６６条第２項の規定により準用する場合を含む。）又は第１８０ 

条の５第６項の規定に抵触する者であること。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法施行令 

第１６７条の１１第１項の規定により準用する場合も含む。）により、市の執行機 

関における一般競争入札等の参加を制限されている者であること。 

    ・大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、募集開始時点で市

の執行機関における一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者である

こと。 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内 

に指定管理者の指定を取り消された者であること。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成３年法律第７  

７号 )第２条第２号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行  

っている者であること又は団体等の代表者、役員若しくは職員が暴力  

団等の構成員であること。  

・大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５項に掲げ  

る暴力団経営支配法人等であること。  

・２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施につい 

て労働基準監督署に報告をしていない者であること。 

・共同事業体の場合には、構成する団体のいずれかが以上の条件に該当すること、又 

は応募時に「共同事業体協定書」を提出できないこと、若しくは選定後協定締結時 

までに代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写し 

を提出することができないこと。 

（ウ） 複数応募の禁止 

  単独で応募した団体等は、共同事業体による応募の構成員となることはできませ 

ん。また、複数の共同事業体において同時に構成員となることはできません。 

   （エ）共同事業体による応募の構成員の変更 

     共同事業体による応募の場合、代表する団体等及び共同事業体を構成する団体等の 
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     変更は原則として認めません。ただし、共同事業体を構成する団体等については、 

     業務遂行上支障がないと本市が判断した場合、変更を認めることがあります。その 

     場合には、必要に応じて応募書類の再提出を求めます。 

（オ）応募に関する留意事項 

    ・接触の禁止 

     選定委員、本件業務に従事する本市職員並びに本件関係に対し、本件応募について 

     の接触を禁じます。接触の事実が認められた場合、失格になることがあります。 

    ・応募内容の変更禁止 

     提出された書類の内容を変更することはできません。 

    ・虚偽の記載をした場合の取り扱い 

     応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

    ・応募書類の取り扱い 

     応募書類は理由の如何を問わず、返却いたしません。 

    ・応募の辞退 

     応募受付後に辞退する場合は、辞退届（別紙様式５）を提出してください。 

    ・費用の負担 

     応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

    ・提出書類の著作権 

     本市が提示する設計図書等の著作権は大和市及び作成者に帰属し、応募者の提出 

     する書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属します。なお、本事業において公表 

     する場合その他本市が必要と認めるときは、本市は提出書類の全部又は一部を使用 

     できるものとします。 

 

（２）募集要項の配布 

 （ア）配布場所 大和市環境管理センター管理棟１階施設課へ直接 

         または大和市のホームページからダウンロード 

 （イ）配布日時 令和７年７月２４日（木）～８月２２日（金） 

         ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く 

         午前８時～午後４時４５分 

    ※上記以外の配布方法は行いません。 

 

（３）提出書類 

（ア） 指定管理者指定申込書（大和市柳橋ふれあいプラザ条例施行規則 第１号様式） 

（イ） 定款等 （最新のもの） 

（ウ） 登記簿謄本 申し込み日前６ヶ月以内 

（エ） 申請団体の収支予算書及び事業計画書 （最新のもの）        

（オ） 申請団体の収支決算書及び事業報告書 （最新のもの） 

（カ） 企画提案書（別紙様式１） 

（キ） 収支予算書（別紙様式２）（年度毎） 

（ク） 団体の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書（最新のもの） 

（ケ） 管理運営費見積書 予算書を補完する資料として必要に応じて提出 

（コ） 団体の概要がわかるもの（団体自身の活動実績及び経営状況を証明する書類等） 

（サ） 国税・都道府県税・市町村税のうち、納税義務を負うものに係る納税証明書又は

未納が無いことの証明書（徴収猶予を受けている場合を除く）（最新のもの） 

（シ） 理事・評議員及び役員等（実質的に経営に関与するものを含む）の名簿（氏名、 

生年月日、性別、住所を記載した書類）（別紙様式３） 

     （記載内容を神奈川県警察本部に照会することを了承すること。） 

（ス） 欠格事項に関する申立書（別紙様式４） 

（セ） 共同事業体による応募の場合の必要書類（協定書、委任状、構成員名簿等） 
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市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

   提出部数 正本１部  副本１７部 （Ａ４またはＡ４折込とする。） 

 

（４）応募者説明会 

   参加を希望する場合は、法人等の名称、参加される人数を応募者説明会の前日の午後

４時４５分までに、大和市環境管理センター施設課管理係まで連絡してください。 

 （ア）日時  令和７年７月３１日（木）午後２時から１時間程度 

 （イ）場所  大和市環境管理センター管理棟２階柳橋ふれあいプラザ 

  ＊駐車スペースが少ないため、車でのご来場はご遠慮ください。 

 

（５）質問の受付  

 （ア）受付期間 令和７年８月４日（月）～令和７年８月７日（木）※必着 

 （イ）受付方法 質問は、書面のみ受け付けます。任意の様式にご記入の上、直接ご提 

          出いただくか、ＦＡＸまたは電子メールにて提出してください。電話や

口頭等による質問は受付いたしません。また、審査への質問、質問受付

期間終了後の質問は受け付けません。 

  （ウ）質問回答 予定回答期日を令和７年８月２７日（水）とし、ホームページで公開し

ます。 

（６）提出期限 

応募期間  令和７年７月２５日（金）～令和７年９月１２日（金）に直接持参してください。 

        ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く 

受付時間 午前８時～午後４時４５分 

 

４ 選定等の基準  

 

（１）選定方法  

（ア） 資格審査（書類審査） 

      指定申込書の提出後、応募者の応募資格要件を満たしているか、仕様書で示す要

求水準を満たしているか等について、提出書類に基づき事業担当課が審査を行いま

す。 

（イ） 選定委員会による審査（面接審査） 

     「つきみ野１号公園等の指定管理者選定委員会設置要綱」に基づき、「つきみ野

１号公園等の指定管理者選定委員会」を設置し、提出された書類をもとに応募者に

よるプレゼンテーションを実施した上で、審査を行います。 

（ウ） 指定管理者の選定 

   市長は、選定委員会の報告を受け、指定管理者の候補者を選定します。 

 

（２）選定基準 

    大和市柳橋ふれあいプラザ条例第７条に基づき、次に掲げる選定の基準に照らし総合

的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定します。 

（ア） プラザを使用する者に対し、平等な使用の確保及びサービスの向上が図られる

ものであること。 

（イ） プラザの効用を最大限に発揮するものであること。 

（ウ） プラザの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであ

ること。 

（エ） プラザの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有して

いること又は確保できる見込みがあること。 

（オ） その他市長が別に定める基準 

（３）面接審査（応募者によるプレゼンテーション） 

  （ア）日時 令和７年１０月中旬予定（日時は、書類審査後、通知します。） 
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（イ）場所 書類審査後、通知します。 

    ＊面接審査は、公開で行います。ただし、応募団体関係者は入れません。 

    ＊審査会における審議過程については、非公開とします。 

 

（４）選定結果のお知らせ 

   各団体あてに、令和７年１１月中旬までに通知します。 

 

５ 指定管理者の指定  
 

（１） 指定管理者の指定 

審査終了後、市議会に対し指定管理者の指定に関する議案を上程します。市議会議

決後に指定管理者を指定します。 

 

（２） 指定の年月日 

令和８年４月１日（水） 

 

（３） 協定の締結 

   指定管理者と市との間で協議の上、協定書を締結するものとします。 

協定の内容 

（ア）総則に関する事項 

（イ）業務の範囲と実施条件に関する事項 

（ウ）業務の実施に関する事項 

（エ）業務実施に係る市の確認事項 

（オ）指定管理料に関する事項 

（カ）損害賠償及び不可抗力に関する事項 

（キ）指定期間の満了に関する事項 

（ク）指定期間満了以前の指定の取消に関する事項 

（ケ）その他市が必要と認める事項 

 

６ スケジュール  

 

日    程 内    容 

令和 ７ 年度 

７月２４日 募集要項発表 

７月２４日～ ８月２２日 募集要項配布期間 

７月３１日 応募者説明会 

８月 ４日～ ８月 ７日 質問受付 

 ８月２７日 質問の回答予定期日 

 ７月２５日～ ９月１２日   応募書類受付期間 

 ９月 下旬頃 書類審査の結果通知及び面接審査の案内 

１０月 中旬頃 面接審査 

１１月 中旬頃 選定結果の通知 

１２月 下旬 指定に関する議会の議決 

３月 上旬～   引継ぎ（現・次期指定管理者、市による協議後） 

令和 ８ 年度 

４月 １日 指定管理者の指定 

４月 １日 協定の締結 

４月 １日 管理の開始 
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７ 添付書類  
 

大和市柳橋ふれあいプラザ条例施行規則 第１号様式（第２条関係） 

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

 

８ 提出先及び問合せ先  

 

 大和市 環境共生部 環境管理センター施設課 

住所 〒242-0026 大和市草柳三丁目１２番地１ 大和市環境管理センター管理棟１階 

 電話  ０４６（２６０）５７６６  ＦＡＸ ０４６（２６８）６７１５ 

 電子メール  ka_shise@city.yamato.lg.jp 
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第１号様式(第２条関係)        

指定管理者指定申込書 

 

令和  年  月  日 

 

大和市長 あて 

 

申込者 所在地 

 

 

団体名 

 

 

代表者役職・氏名               

 

（共同事業体・代表団体・役職氏名） 

 

 

 大和市柳橋ふれあいプラザの指定管理者の指定を受けたいので、次の書類を添付の上、

申し込みます。 

 
 

 

（ア） 定款等 （最新のもの） 

（イ） 登記簿謄本 申込日前６ヶ月以内 

（ウ） 申請団体の収支予算書及び事業計画書（最新のもの） 

（エ） 申請団体の収支決算書及び事業報告書（最新のもの） 

（オ） 企画提案書 （別紙様式１） 

（カ） 収支予算書 （別紙様式２）（年度毎） 

（キ） 団体の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書（最新のもの） 

（ク） 管理運営費見積書 予算書を補完する資料として必要に応じて提出 

（ケ） 団体の概要がわかるもの（団体自身の活動実績及び経営状況を説明する書類

等） 

（コ） 国税・都道府県税・市町村税のうち、納税義務を負うものに係る納税証明書又は

未納が無いことの証明書（徴収猶予を受けている場合を除く）（最新のもの） 

（サ） 理事・評議員及び役員等（実質的に経営に関与するものを含む）の名簿 

（氏名、生年月日、性別、住所を記載した書類）（別紙様式３） 

（記載内容を神奈川県警察本部に照会することを了承すること。） 

（シ） 欠格事項に関する申立書 （別紙様式４） 

（ス） 共同事業体による応募の場合の必要書類（協定書、委任状、構成員名簿等） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１
２ 

様式１

代表者の氏名 所在地等

資本金 役員数

設立年月日 主な業務

（１） 施設の利用又は使用条
件の考え方について

（２） 利用等の不承認又は承
認取消の考え方につい
て

（３） 苦情処理体制について

（４） 利用者等に対する質の
高いサービス提供のた
めの的確かつ継続的な
取組みについて

（５） サービスの評価及び利
用者等の意見、要望へ
の対応について

（６） 地域のニーズに基づい
た企画（事業）につい
て

施設の効用を最大
限に発揮するもの
であること

３． 施設の特色を生かした事業計画につ
いて

（７） 基本方針及び施設の特
性を生かした企画につ
いて

連絡先

項　　　　　目 概　　　　　要

利用者の平等利用
の確保及びサービ
スの向上の取り組
みについて

サービス向上の取り組みについて２．

施設利用者や使用者の平等利用の確
保に対する考え方について

大　和　市　柳　橋　ふ　れ　あ　い　プ　ラ　ザ　企　画　提　案　書

団体の名称

社員数

１．

 



 

 

１
３ 

４． 関係法令の遵守について （８） 関係法令の遵守につい
て

５． 施設の適切な維持及び管理について （９） 事故等の未然防止対策
及び施設の保全に関す
る取り組みについて

６． 施設運営の組織又は体制について （１０）理事又は役員の構成に
ついて

７． 管理に係る経費縮減について （１１）管理に係る経費縮減の
考え方について

（１２）指定管理業務に要する
経費の算出根拠につい
て

（１３）業務の効率化に向けた
考えについて

（１４）事業者の経営理念、方
針、経営状況等につい
て

（１５）ISO規格（品質・環境）
等について

（１６）円滑な業務の引継ぎに
ついて（引継ぎ前に雇
用されている職員の継
続雇用等）

効率的な経営について８．

９． 管理を安定して行う物的・人的能力
について

施設の適切な維持
及び管理並びに管
理に係る経費につ
いて

施設の管理を安定
して行う人員、資
産その他の経営の
規模及び能力につ
いて

 
 



 

 

１
４ 

（１７）選考方法、選考基準に
ついて

（１８）経験ある職員、責任
者・指導的立場の職員
の配置状況について

（１９）配置する人員数につい
て（サービス水準の確
保）

（２０）年間研修計画及び研修
内容について

11． 関連施設の受注・経営実績について （２１）関連施設の受注・経営
実績について

12． 資産規模及び管理状況について （２２）資本金（基本財産）及
び運用財産の管理状況
について

13． 債権債務の状況について （２３）借入れの目的・規模・
内容・償還計画につい
て

14． 経営マネジメントについて （２４）人事管理、財務執行管
理等について

（２５）個人情報保護及び情報
公開への考え方（理
念）及び対応について

（２６）施設運営の透明性の確
保について

施設の管理を安定
して行う人員、資
産その他の経営の
規模及び能力につ
いて

その他

人員の確保及び育成について10．

15． 個人情報の保護及び情報公開に対す
る措置について
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様式２ 

令和  年  月  日 

収 支 予 算 書 

 

      団 体 名 

      所 在 地 

         代表者役職・氏名 

                    （共同事業体・代表団体・役職氏名） 

 

単位：千円 

 項目 金額 内訳（積算根拠等） 

収入 指定管理料   

その他   

収入合計(A)   

支出 人件費   

事務費   

事業費   

施設管理費   

事務経費   

支出合計(B)   

収支(A)-(B)   

プラザ施設の管理及び運営業務についての収支の考え方 
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様式３ 

令和  年  月  日 

 

 

大和市長  あて 

 

 

所在地 

団体名 

代表者名           

 

 

大和市が行っている指定管理者からの暴力団排除の取り組みについて承知するとともに、

警察署に対する照会及び通知に関し同意いたします。 

商号又は名称 
 

 

所在地 
 

 

役職名 

氏 名 生年月日 

性別 住    所 
カナ 漢字 元号 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備  考 

 

 

 

 

備考１ カナは半角で、元号はＭ、Ｔ、Ｓ、Ｈで、年月日はそれぞれ二桁で記入すること。 

備考２ 性別は、Ｍ（男）、Ｆ（女）のいずれかで記入すること。 

備考３ 欄内に収まらない場合は、必要部数を作成し、提出すること。 

 



 

 １７ 

 

様式４ 

欠格事項に関する申立書 

 

令和  年  月  日  

 

大 和 市 長  あて 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者役職・氏名            

                  （共同事業体・代表団体・役職氏名） 

 

当社（団体）は、次の指定管理者応募資格の欠格事項に該当していません。 

万一、この申立内容に相違していたときには、指定管理者の応募資格がないものとみ

なされても不服は申し立てません。 

 

《欠格事項》 

①単独応募の場合 

ア 法律行為を行う能力を有しない者であること。 

イ 破産者で復権を得ない者であること。 

ウ 国税及び地方税等を滞納している者であること。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

により更生又は再生手続きをしている者であること。 

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９２条の２、第１４２

条（同法第１６６条第２項の規定により準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第

６項の規定に抵触する者であること。 

カ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法施行令第１

６７条の１１第１項の規定により準用する場合も含む。）により、市の執行機関におけ

る一般競争入札等の参加を制限されている者であること。 

キ 大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、募集開始時点で市の執

行機関における一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者であること。 

ク 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内に指 

定管理者の指定を取り消された者であること。 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成３年法律第７７

号 )第２条第２号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行ってい

る者であること又は団体等の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成

員であること。  



 

 １８ 

 

コ  大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５号に掲げる

暴力団経営支配法人等であること。  

サ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施について労

働基準監督署に報告をしていない者であること。 

 

②共同事業体による応募の場合 

・構成する団体のいずれかが、上記のいずれかに該当する者であること。 

・応募時に「共同事業体協定書」を提出できない者、又は選定後協定締結時までに代表団

体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提出することが

できない者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 １９ 

 

様式５       

辞   退   届 

令和  年  月  日 

 

 

大和市長 あて 

 

応募者  

所在地 

 

団体名 

 

代表者名            

（共同事業体名・代表団体名） 

 

 大和市柳橋ふれあいプラザの指定管理者の応募について、次の理由により辞退します。 

 

 

１．辞退の理由 

 

２．担当者氏名 

 

３．所属・職名 

 

４．電話番号 

 

５．ＦＡＸ番号 

 

 


